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（介護予防）通所介護・｢介護予防･日常生活支援総合事業｣

(以下､総合事業) 重要事項説明書 

 

指定（介護予防）通所介護事業・「介護予防･日常生活支援総合事業」（以下、総合事業:

第一号通所事業））等の事業の人員および運営に関する基準第９７条第１項の規定により

｢みそのホームデイサービスセンター｣指定(介護予防)通所介護事業所(総合事業)の運営

規定等について説明いたします。 

 

１．事業者 

事業者の名称 社会福祉法人 みその 

事業者の住所 神奈川県藤沢市みその台１番２号 

代 表 者 理事長  江草 明彦 

 

２．事業所の概要 

(１) 名称、指定番号、事業の目的と運営方針等 

施 設 名 称  
社会福祉法人 みその  みそのホームデイサービスセンター 

所 在 地  秋田市寺内蛭根二丁目６番３４号 

電話・ＦＡＸ番号 ☎ ０１８－８２４－３３４１・FAX ０１８－８２３－５７５７ 

介護保険指定番号 ０５７０１０２０４６ 

事業目的 

在宅の要介護又は要支援状態、事業対象者である高齢者に対し

て、適切な介護サービスを提供し、能力に応じた自立への援助と

共に、介護家族の心身の負担を軽減するよう援助することを目的

とする。 

運営方針 

事業の実施にあたり、利用者の意思および人格を尊重し常に利用者

の立場に立ったサービスの提供に努めます。また、利用者のもって

いる能力に応じた自立した生活ができるように援助し、社会的孤立

感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的精神的負担の

軽減を図るために必要な日常生活上の介護及び機能訓練等の援助を

行う。 

管理者 鈴 木 清 仁 

サービス対象地域 秋田市全域（ただし、雄和町、河辺町地域は除く）。 

定員 ２０名 
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建物 

設備 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート鉄骨造り陸屋根 一部２階建 

敷地 ３，９００.６㎡ 

延床面積 １，２８３.９８㎡のうち１階通所３２０，２０㎡ 

食堂兼活動(機能訓練含)室 １５１.９２㎡ 相談室１２.３７㎡ 

浴室(普通浴槽･特殊浴槽)  静養ベッド８床 

送迎車４台 

上記地域以外の方でもご相談ください。 

 

(２) 同センターの職員体制  令和５年４月１日現在 

従業者の職種 
常 勤  

専 従 ・ 兼 務  

非 常 勤  

専 従 ・ 兼 務  

管理者   １名  

生活相談員。介護福祉士 

生活相談員・看護従事者 
 

 

兼務 ２ 名 

介護従事者  専従 ２ 名  

看護従事者      １名 

機能訓練指導員  兼務  ２ 名 

事務員      １ 名 

調理員 １名  

 

(３) 職員の勤務体制 

従業者の職種  

管 理 者  正規の勤務時間帯（午前８時３０分から午後５時３０分まで） 

生活相談員  同  上  

介 護 職 員  同  上  

看 護 職 員  同  上  

機能訓練指導員 同  上  

事 務 員  同  上  

給 食 職 員  同  上  
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(４) 営業時間 

 
通所介護・総合事業第一号通所事業 

休 業 日  日曜日と年末年始（１２/３１ ～ １/３） 

営 業 日  毎週月曜日～土曜日（祝祭日も営業） 

営業時間 
午前８時３０分～午後５時３０分（活動は午前９時００分～午後４時３０分

まで） 

時間延長サービス 
平成２３年６月よりの時間延長サービスを開始しております。提供

時間９時間以上１０時間まで対応いたします。 

 

３．サービス内容 

サービス開始前に利用者の方やご家族、ケアマネジャー等とよく話し合い内容を決定しま

す｡｢ケアの三原則(自己決定･能力の活用･生活の継続性)｣を守り､利用者の自立した生活に向

け援助します｡ 

 

①．送 迎 ：送迎を必要とする利用者に対し、送迎サービス、移動、移乗介助等を行いま

す。送迎エリア外の利用者様はご相談ください。 

②．健康状態の確認 

③．食 事 ：給食を希望する利用者には必要な食事サービス・口腔機能に合せた食事形態

を提供します。治療食はご相談下さい。 

④．入 浴 ：自宅において入浴することが困難な利用者に状態に合せた介助浴、リフト浴

を提供します。 

⑤．排 泄 ：利用者の状態に合わせてトイレ介助、オムツ交換等の援助を行います。 

⑥．機 能 訓 練 ：機能訓練指導員等が個別機能訓練計画書を作成し、それに基づき日常生活

を営むのに必要な機能の低下を防ぐためのサービスを提供します(アク

ティビィティサービス含む)｡ 

⑦．口腔機能向上：担当職員が口腔機能向上計画書を作成し、それに基づきサービスを提供

します。 

⑧．趣 味 活 動 ：利用者の希望に添って諸活動を行います(アクティビティサービス含む)｡ 

⑨．生 活 相 談 ：利用者及びその家族の日常生活における介護、環境整備、手続き、福祉用

具の利用法等に関する相談、助言を行います。 

 

４．サービス利用にあたっての留意事項 

① 送迎時間につきましては、あらかじめ利用者の方と相談し連絡いたします。行事等を実

施する時は通常の送迎時間となる場合がありますのでご注意下さい。 

② 食事のみのキャンセルはあらかじめご相談ください。 

③ ケアプラン等に基づいた時間でのご利用になりますが、変更を希望される方は、ご相談

ください。 



4 

５．サービス利用料 

（１）通所介護サービス提供費（ ５時間以上 ６時間未満 ） 

区 分  通 所 介 護 費  保険適用時１回の自己負担額 

要 介 護 １  ５７０単位 ５７０円  

要 介 護 ２  ６７４単位 ６７４円  

要 介 護 ３  ７７７単位 ７７７円  

要 介 護 ４  ８８１単位 ８８１円  

要 介 護 ５  ９８５単位 ９８５円  

 

通所介護サービス提供費（ ７時間以上 8時間未満 ） 

区 分  通 所 介 護 費  保険適用時１回の自己負担額 

要 介 護 １  ６５８単位 ６５８円  

要 介 護 ２  ７７７単位 ７７７円  

要 介 護 ３  ９００単位 ９００円  

要 介 護 ４  １，０２３単位 １，０２３円  

要 介 護 ５  １，１４８単位 １，１４８円  

 

通所介護サービス提供加算分（※減算） 

区 分  加算・体制加算費 保険適用時１回の自己負担額 

入 浴 介 助 加 算  ４０単位 ４０円 

認 知 症 加 算 （ 日 常 生 活 自 立 度 Ⅲ

以 上 ）  
 

６０単位 

 

６０円 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）(注1) １８単位 １８円 

サービス延長時間 １時間の場合 ５０単位 ５０円 

介護職員処遇改善加算Ⅲ    (注2) 所定単位数の８／１００を加算 

※ 送迎を行わない際の減算 片道 ▲４７単位  片道 ▲４７円 

(注１)：サービスを提供する職員総数のうち、介護福祉士の占める割合が４０％以上の場合、算定出来る。 

(注２)：介護職員の賃金改善等を策定した計画書を都道府県知事に届出し、計画に基づき適切な措置を講じ、年度ご

とに介護職員処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告を行った場合、所定単位数に加算が出来る。 

 

（２）介護予防通所介護、第一号通所事業サービス提供費（ ５時間以上 ７時間未満 ） 

区 分  介護予防通所介護費 １ヶ月の自己負担額 

要 支 援 1 、  

事 業 対 象 者  

１，７９８単位 １，７９８円 

要 支 援 ２  ３，６２１単位 ３，６２１円 

 

介護予防通所介護、第一号通所事業サービス提供加算分 

加 算 ･ 体 制 加 算 費  区 分  １ヶ月分の自己負担額 

サービス提供体制強化加算Ⅱ 
（注１） 

要支援１、事業対象者 

７２単位 

７２円 

要支援２ １４４単位 １４４円 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ）(注２) 所定単位数の８／１００を加算 

(注１)：（1）の（注１）に同じ 

(注2)：（1）の（注２）に同じ 
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（３）実費負担費用 

食 材 費 ･ お や つ  ６００円 

おむつ・パット代 実 費 

趣 味 活 動 費 用  実 費 

 

６．利用料金のお支払い方法 

利用日ごとに当日の請求を致します。お支払い後、領収書を発行いたします。利用当月分の

一括お支払いを希望される方は、翌月１０日頃に請求書を発行いたします。また、利用料金に

関係なく個別に金銭貴重品等持参の場合、事前に当ホームに預け希望の申出でがなく紛失があ

りましても一切の責任は負いかねます。なるべく必要以外の金銭等はお持ちにならないようお

願い致します。 

 

７．利用料金の変更 

厚生労働大臣の定める基準額または市長の定める基準額に変更のあった場合には、その通

知書等に従い変更するものとします。 

 

８．キャンセル規定 

利用者様の都合で、サービスを中止する場合は、下記のキャンセル料がかかります。 

（１）ご利用日の前日  午後５時３０分までにご連絡いただいた場合       無 料 

（２）ご利用当日    午前８時３０分までにご連絡いただいた場合       無 料 

(３)ご利用当日    午前８時３０分までにご連絡がなかった場合 利用料の１００％ 

※ただし、ご利用者の体調不良等正当な事由がある場合や介護予防通所介護の利用者の場合は、この

限りではありません。 

 

９．サービスの中止 

（１）感染症等病気の際は、サービスの提供をお断りすることがあります。 

（２）当日の健康チェックの結果、体調不良の場合、サービス内容の変更または中止することが

あります。その場合、ご家族に連絡の上、適切に対応します。 

（３）ご利用中に体調が悪くなった場合、サービスを中止することがあります。その場合、ご家

族に連絡のうえ対応します。また、必要に応じて速やかに主治医などに連絡をとるなど必

要な処置を講じます。 

（４）サービスを中止した場合、同月内であれば、ご希望の日に振替ることができます。ただ

し、定員分の予約が入っている日には振替できませんのでご了承ください。 

 

１０．サービスの終了 

（１）利用者のご都合でサービスを終了する場合、サービスを終了する日の１週間前までに文書

でお申し出ください。 

（２）自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

① 利用者が介護保険施設に入所した場合。但し、１年以内に利用者が介護保険施設を退
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所し再び居宅において日常生活を営む状況になった場合は、利用者と事業所の双方の

合意により契約の継続が出来るものとします。 

② 介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）ま

たは要支援認定となった場合または基本チェックリストに該当しなくなった場合。但

し、１年以内に利用者が再び要介護認定となった場合は、利用者と事業所の双方の合

意により契約の継続が出来るものとします。 

③ 利用者がお亡くなりになった場合。 

（３）その他 

① 当センターが正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利

用者やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、またはやむを得な

い事情により、当センターを閉鎖または縮小する場合、利用者は文書で解約を通知す

ることによって即座にサービスを終了することができます。 

② 利用者が、サービス料金の支払いを１ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したに

もかかわらず15日以内に支払わない場合、または利用者やご家族などが当センターや

当センターのサービス職員に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合

は、文書で通知することにより、即座に契約を終了させていただく場合がございま

す。 

 

１１．緊急時の対応 

サービスの提供中に容態の変化等があった場合やその他必要な場合には、事前の打ち合わせ

により速やかに主治医、救急隊、利用者の家族、居宅介護支援事業者等へ連絡いたします。 

緊急連絡先 

氏  名 
 

住  所 
 

電話番号 
 

続  柄 
 

 

主 治 医  

医療機関名 
 

医 師 名 
 

住  所 
 

電話番号 
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１２．秘密の保持 

事業所の従事者またはボランティア・実習生等関係者はサービスを提供する上で知り得た利

用者、又は、その家族に関係する秘密について、利用者や第３者の生命、身体等に危険がある

場合などの正当な理由がある場合を除いて秘密の保持に努める、又従事者でなくなった後も秘

密を保持する旨を雇用契約の内容とする。また、利用者及びその家族から予め文書で同意を得

ない限り、利用者またはその家族の個人情報を用いません。 

 

１３．事故発生時の対応 

（１）事故発生時 

① 当事業所は、利用者に対してサービス提供により事故が発生し身体に障害を発生してい

る場合、治療・生命維持のための可能な限りの応急処置をとります。 

② 利用者の家族等の連絡及び説明は責任者が行い、すみやかに事実を伝えます。 

③ 事故の正確な把握をし、概要を出来るだけ迅速に事故報告に記載します。報告書は簡潔

かつ要点をまとめて記載し報告します。 

④ 事故の程度・状況に応じて関係機関へ報告します。 

（２）解決へ向けて 

利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、施設として

事故原因等を調査し明確にした上で、適切な対応を図り、損害賠償等迅速かつ誠実に行いま

す。ただし、自らの責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではありません。 

 

１４．非常災害時の対策 

① 防災時には消防計画に基づき､速やかに消火活動に努めるとともに､避難･誘導にあたり

ます｡ 

② 防火管理者を選任するとともに､消火設備､非常放送設備等､必要な設備を常に良好に保

ちます。 

③ 消防法に基づき､消防計画等の防災計画を立て､職員及び利用者が参加する消火通報､避

難訓練を年間計画で実施します｡ 

消防計画 
消防計画   令和 ６年 ４月 １８日  消防署へ提出 

防火管理者  伊藤 清隆 

避難訓練 年２回、火災・地震等を想定した訓練を行います。 

防災設備 
自動火災報知機、煙探知器、ガス漏れ遮断器、スプリンクラー、誘

導灯、非常照明、消火器 

 

１５．身体拘束について 

原則として身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。緊急やむを得ず身体

拘束等を行う場合は、できる限り事前に本人（本人が判断できる状態にないと考えられる場合

は家族等）の了解を得るものとします。 
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１６．サービス内容に関する相談･苦情の窓口 

当通所介護に関する相談・苦情及び居宅サービス計画に基づく提供サービスについての要

望・相談･苦情等は下記の相談窓口担当にお寄せいただければ、速やかに対応いたします。そ

のほか、デイサービスセンター玄関前に備え付けられた「ご意見箱」をご利用ください。 

みそのホームデイサービスセンター  相談窓口担当  桑原 久美子 

電 話 ：０１８－８２４－３３４１(内線１２) ＦＡＸ：０１８－８２３－５７５７ 

受付時間 午前８時３０分～午後５時３０分（月曜日～土曜日） 

みそのホームデイサービスセンター   管理者    鈴木 清仁  

電 話 ：０１８－８２４－３３４１(内線１０) ＦＡＸ：０１８－８２３－５７５７ 

受付時間 午前９時～午後５時３０分（月曜日～金曜日） 

 

当事業所以外に、下記の市町村の相談・苦情窓口に苦情を伝えることができます。 

秋田県国民健康保険団体連合会 

電 話 ：０１８－８６２－３８５０ 

秋田県介護保険審査会（秋田県長寿社会課） 

電 話 ：０１８－８６０－１３６６ 

秋田市介護保険課   電 話 :０１８－８８８－５６７２ 

秋田市長寿社会課   電 話：０１８‐８８８－５６６８ 

 

苦情解決第三者委員 

秋田市寺内小学校区女性の会会長  高橋 友子 電話 ０１８－８４６－３２１２ 

聖園学園短期大学教授（旧)   腰山 豊  電話 ０１８－８４５－３４２０ 

 

１７．個人情報の使用に関して 

(１) 提供された個人情報は、以下のような目的及び場合に使用します。 

・ 当事業者が、介護保険法に関する法令に従い、利用者の居宅サービス計画に基づいて指定居宅

サービス等を円滑に実施するため、サービス担当者会議等において必要な場合に使用します。 

・ 介護保険における介護認定の申請及び更新・変更において必要な場合に使用します。 

・ 医療機関、福祉事業者、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治体（保険者）、その他社

会福祉団体等との連絡・調整において必要な場合に使用します。 

・ 利用者が、医療サービスの利用を希望している場合及び主治医等の意見を求める必要のある場

合に使用します。 

・ 利用者の利用する介護事業所内のカンファレンスにおいて必要な場合に使用します。 

・ 行政の開催する外部評価会議等において必要な場合に使用します。 

・ 実習生を受け入れるにあたっての業務内容説明等、必要最小限内で使用させていただきます。 

・ その他サービス提供上必要な場合（例えば、写真の掲示・展示、靴棚等に個人名を付ける等）に

使用します。 

・ 介護事故など賠償責任保険等に係る専門機関や保険会社等への相談等必要な場合に使用しま

す。 

・ 上記に関らず、緊急を要する時の連絡の場合に使用します。 
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(２) 使用にあたっての条件 

・個人情報の提供は、(１)に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の際には関係

者以外に漏れることのないよう、細心の注意を払うこと。 

・事業者は、個人情報を使用した会議、相手方、内容について記録し、要望があれば開示する。 

・利用者とのサービス利用に関わる契約の締結前からサービス終了後においても第三者に漏らさない。 

(３) 個人情報の内容 

・氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況等事業者が通所介護サービスを行うために必要な、利用

者やその家族個人に関する情報 

・その他利用者及びその家族に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別されうる

情報 

(４) 使用する期間 

デイサービスセンターと利用者（または代理人）の間に交わされた利用契約書に定めた期間に限る

ものとし、利用契約が解消された後は、利用者及び家族に関する個人情報の使用は認めない。 

 

１８．デイサービスにおける食べ物・物品等のやり取りについて 

デイサービスご利用中の事故やトラブルは、どんなに安全を心がけても、突然、思いがけな

い場面や場所で起きてしまうことがあります。そういう意味で、完全に事故を無くす事はでき

ないものであるとの認識のもと、デイサービスにおける事故やトラブル等を未然に防止する必

要があります。深刻な事故が起きる前に、職員がその状況を把握し、事故やトラブル等の対策

や必要な場合のルール作りをしていかなければならなりません。 

デイサービスで起きる事故やトラブルは、介助場面の他に、食べ物・物品等のやりとりで起きて

しまう事もあります。善意の心遣いや気遣いのつもりでも、物品のやり取りは、相手にとってお

返し等負担に感じる場合もあります。物のやり取りが元で、大きなトラブルに発生してしまう事

もあります。特に、食べ物は、衛生面等の問題や病気の為、制限を受けている方も少なくありま

せん。デイサービスを利用されている方々には、さまざまな事情の方もいらっしゃいます。食べ

物や物品等のやり取りは、事故やトラブルを未然に防止する為のルールとして原則禁止としてさ

せて頂きます。 

 

１９．衛生管理等 

（１）指定通所介護の用に供する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生

的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。 

（２）指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置（手

洗い、手袋・ガウン・マスク等の使用）を講じます。 

（３） 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、

指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 
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通所介護(総合事業含む)の提供開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重

要事項、個人情報等に関する説明を致しました。 

   

社会福祉法人 みその 

   みそのホームデイサービスセンター 

    説明者 生活相談員  鈴 木 清 仁  ㊞   桑 原 久 美 子 ◯印  

 

令和  年  月   日 

 

私は、契約書および本書面により、事業所から通所介護(総合事業含む)について重要事項の

説明をうけました。また、この度、通所介護(総合事業含む)を利用するにあたり、利用者及び

その家族の個人情報をサービス担当者会議等で、用いることに同意いたします。 

 

利用者 

住 所                        

 

氏 名                          ◯印 

 

身元保証人 

住 所                        

 

氏 名                          ◯印 

 

成年後見人 

住 所 

 

氏 名                          ◯印 


